
 
令

和

五

年

第

一

回

臨

時

会  

   

草
津
町
議
会
臨
時
会
会
議
録 

     

草 

津 

町 

議 

会 

至 
 

令

和

五

年

一

月

三

十

日 

自 
 

令

和

五

年

一

月

三

十

日 

） 

（ 



    

令

和

五

年 

令

和

五

年 

令

和

五

年 

第
一
回
〔
一 

月
〕
臨
時
会 

第
一
回
〔
一 

月
〕
臨
時
会 

第

一

回

〔

一
 

月

〕

臨

時

会 

草

津

町

議

会

会

議

録 

草

津

町

議

会

会

議

録

 

草

津

町

議

会

会

議

録

 



    

招
集
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一 

  
 
 
 
 

第
一
号
（
一
月
三
十
日
） 

議
事
日
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三 

会
議
に
付
し
た
事
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四 

出
席
議
員
（
十
一
名
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四 

欠
席
議
員
（
な
し
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四 

説
明
の
た
め
出
席
し
た
者
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四 

事
務
局
職
員
出
席
者
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五 

開
会
及
び
開
議
の
宣
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六 

議
事
日
程
の
報
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六 

会
期
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六 

議
案
第
一
号
の
上
程
、
説
明
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七 

議
案
第
二
号
の
上
程
、
説
明
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八 

議
案
第
一
号
・
議
案
第
二
号
の
委
員
会
付
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九 

令

和

五

年 

第
一
回
臨
時
会 

草

津

町

議

会

会

議

録

目

次



付
託
議
案
に
か
か
る
委
員
長
報
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九 

議
案
第
一
号
の
質
疑
、
討
論
、
採
決
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一 

議
案
第
二
号
の
質
疑
、
討
論
、
採
決
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二 

承
認
第
一
号
の
上
程
、
質
疑
、
討
論
、
採
決
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二 

閉
議
及
び
閉
会
の
宣
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七 

署
名
議
員
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九 



－1－ 

草
津
町
告
示
第
一
号 

  
 
 

第
一
回
草
津
町
議
会
臨
時
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 

令
和
五
年
一
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

草
津
町
長 

 

黒 

岩 

信 

忠 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

 

一
、
日 

 

時 
 
 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
日 

午
前
十
時 

 

二
、
場 

 

所 
 
 
 

草
津
町
役
場 

 

三
、
議 

 

題 

 
 
 

議
案
第 

 

一
号 

令
和
四
年
度
草
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
十
一
次
） 

 
 
 

議
案
第 

 

二
号 

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 
 

承
認
第 

 

一
号 

専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 



    

第 

一 

日 
 

一 

月 
 

三
十
日 

 

（
月
曜
日
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 

会 

議 



－3－ 

令
和
五
年
第
一
回
草
津
町
議
会
臨
時
会
議
事
日
程
（
第
一
号
） 

 

令
和
五
年
一
月
三
十
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
時
開
会 

  
 
 

第 

一 
 

開 
 

議 

 
 
 

第 

二 
 

議
事
日
程
の
報
告 

 
 
 

第 

三 
 

会
議
録
署
名
議
員
指
名 

 
 
 

第 

四 
 

会
期
決
定 

 
 
 

第 

五 
 

議
案
上
程 

 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
一
号
・
議
案
第
二
号 

 
 
 

第 

六 
 

議
案
第
一
号
・
議
案
第
二
号 

委
員
会
付
託
（
別
紙
付
託
案
） 

 
 
 

第 

七 
 

休 
 

憩 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
民
教
土
木
常
任
委
員
会 

開
催
） 

 
 
 

第 

八 
 

付
託
議
案
に
か
か
る
委
員
長
報
告 

 
 
 
 
 
 
 
 

民
教
土
木
常
任
委
員
長 

 
 
 

第 

九 
 

議
案
第
一
号
及
び
議
案
第
二
号 

質
疑
・
討
論
・
採
決 

 
 
 

第 

十 
 

承
認
第
一
号
上
程 

質
疑
・
討
論
・
採
決 

 
 
 

第
十
一 

 

閉 
 

議 

 
 
 

第
十
二 

 

閉 
 

会 

 
 
 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 



－4－ 

 
 
 

会
議
に
付
し
た
事
件 

 
 
 
 
 

議
事
日
程
に
同
じ 

 
 
 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 
 

出
席
議
員
（
十
一
名
） 

 
 
 
 
 

一 
 

番 
 
 

安 
 

齋 
 
 
 
 

努 
 

君 
 
 
 
 
 

二 
 

番 
 
 

有 
 

坂 
 

太 
 

宏 
 

君 

 
 
 
 
 

三 
 

番 
 
 

市 
 

川 
 

祥 
 

史 
 

君 
 
 
 
 
 

四 
 

番 
 
 

安 
 

井 
 

尚 
 

弘 
 

君 

 
 
 
 
 

五 
 

番 
 
 

小 
 

林 
 

純 
 

一 
 

君 
 
 
 
 
 

六 
 

番 
 
 

金 
 

丸 
 

勝 
 

利 
 

君 

 
 
 
 
 

七 
 

番 
 
 

中 
 

澤 
 

康 
 

治 
 

君 
 
 
 
 
 

八 
 

番 
 
 

湯 
 

本 
 

晃 
 

久 
 

君 

 
 
 
 
 

九 
 

番 
 
 

中 
 

澤 
 

広 
 

夫 
 

君 
 
 
 
 
 

十 

一
番 

 
 

宮 
 

崎 
 

公 
 

雄 
 

君 

 
 
 
 
 

十 

二
番 

 
 

宮 
 

﨑 
 

謹 
 

一 
 

君 

 
 
 

欠
席
議
員
（
な
し
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 
 

説
明
の
た
め
出
席
し
た
者 

 
 
 
 

町

長 
 

黒 

岩 

信 

忠 
君 

 
 
 
 

副

町

長 
 

福 

田 

隆 

次 

君 

 
 
 
 

教

育

長 
 

富 

澤 

勝 

一 

君 
 
 
 
 

総

務

課

長 
 

石 

坂 

恒 

久 

君 

 
 
 
 

企

画

創

造

課

長 
 

田 

中 
 
 

浩 

君 
 
 
 
 

税

務

課

課

付

課

長 
 

熊 

川 

一 

記 

君 

 
 
 
 

住

民

課

長 
 

堀 

田 

高 

史 

君 
 
 
 
 

観

光

課

長 
 

宮 

﨑 

健 

司 

君 

 
 
 
 

健

康

推

進

課

長 
 

和 

田 
 
 

修 

君 
 
 
 
 

福

祉

課

長 
 

中 

澤 

一 

夫 

君 

 
 
 
 

土

木

課

長 
 

川 

島 

和 

武 

君 
 
 
 
 

生

活

環

境

課

長 
 

宮 

崎 

雄 

一 

君 

 
 
 
 

会

計

管

理

者 
 

一 

場 

礼 

子 

君 
 
 
 
 

上

下

水

道

課

長 
 

岡 

田 
 
 

薫 

君 



－5－ 

 
 
 
 

こ

ど

も

み

ら

い

課

長 
 

高 

井 

洋 

一 

君 
 
 
 
 

温

泉

課

長 
 

関 
 
 
 
 

亘 

君 

 
 
 
 

教
育
委
員
会
事
務
局
長 

 

白 

鳥 

正 

和 

君 
 
 
 
 

ベ

ル

ツ

こ

ど

も

園

長 
 

橋 

爪 
 
 

保 

君 

 
 
 
 

土

木

課

係

長 
 

佐 

藤 

俊 

之 

君 
 
 
 
 

総

務

課

主

事 
 

田 

中 

芙
由
美 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 
 

事
務
局
職
員
出
席
者 

 
 
 
 

議

会

事

務

局

長 
 

萩 

原 

健 

司 
 
 
 
 
 
 

議

会

書

記 
 

新 

田 

美 

幸 

 



－6－ 

開 
 

会 
 

午
前
十
時 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
開
会
及
び
開
議
の
宣
告 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
定
刻
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
た
だ
い
ま
か
ら
令
和
五
年
第
一
回
草
津
町
議
会
臨
時
会
を
開
会

い
た
し
ま
す
。 

 
 

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
は
十
一
名
で
あ
り
ま
す
。
地
方
自
治
法
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
定
足
数
に
達
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
直
ち
に
本
日

の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
議
事
日
程
の
報
告 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

本
日
の
議
事
日
程
は
、
お
手
元
に
配
付
の
日
程
表
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
会
議
録
署
名
議
員
指
名 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
い
て
、
会
議
録
署
名
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 
 

一
番
、
安
齋
努
議
員
、
三
番
、
市
川
祥
史
議
員
の
両
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
会
期
決
定 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

会
期
に
つ
い
て
お
諮
り
し
ま
す
。
会
期
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
日
一
日
と
す
る
こ
と
に
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

〔
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

よ
っ
て
、
会
期
に
つ
き
ま
し
て
は
本
日
一
日
と
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。 



－7－ 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
議
案
第
一
号
の
上
程
、
説
明 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
い
て
議
案
の
上
程
を
い
た
し
ま
す
。 

 
 

議
案
第
一
号 

令
和
四
年
度
草
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
十
一
次
）
に
つ
い
て
説
明
を
願
い
ま
す
。 

 
 

総
務
課
長
、
お
願
い
し
ま
す
。 

〔
総
務
課
長 

石
坂
恒
久
君 

登
壇
〕 

○
総
務
課
長
（
石
坂
恒
久
君
） 

そ
れ
で
は
、
議
案
第
一
号
に
つ
い
て
、
朗
読
と
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

議
案
第
一
号 

令
和
四
年
度
草
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
十
一
次
）
。 

 
 

令
和
四
年
度
草
津
町
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
十
一
次
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 

第
一
条
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
八
百
十
七
万
三
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
六

十
一
億
八
千
八
十
八
万
九
千
円
と
す
る
。 

 
 

二
、
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第
一
表
歳
入
歳
出

予
算
補
正
」
に
よ
る
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
日
提
出
、
草
津
町
長
、
黒
岩
信
忠
。 

 
 

一
枚
お
め
く
り
く
だ
さ
い
。 

 
 

一
ペ
ー
ジ
、
「
第
一
表 

歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
て
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

表
の
中
の
款
名
、
補
正
額
の
順
で
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

ま
ず
、
歳
入
と
し
て
、
十
五
款
国
庫
支
出
金
三
百
九
万
二
千
円
の
増
額
。 

 
 

十
六
款
県
支
出
金
五
百
八
万
一
千
円
の
増
額
。 

 
 

下
が
り
ま
し
て
、
下
段
の
二
ペ
ー
ジ
、
歳
出
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 
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四
款
衛
生
費
四
百
四
十
七
万
三
千
円
の
増
額
。 

 
 

八
款
土
木
費
三
百
七
十
万
円
の
増
額
。 

 
 

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
に
八
百
十
七
万
三
千
円
を
増
額
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
を
六
十
一
億
八
千
八
十
八
万
九
千
円
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
、
慎
重
審
議
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。  

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
議
案
第
二
号
の
上
程
、
説
明 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
い
て
、
議
案
第
二
号 

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
説
明
を
願
い
ま
す
。 

 
 

土
木
課
長
、
お
願
い
し
ま
す
。 

〔
土
木
課
長 
川
島
和
武
君 

登
壇
〕 

○
土
木
課
長
（
川
島
和
武
君
） 

議
案
第
二
号
で
ご
ざ
い
ま
す
。
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
。 

 
 

令
和
四
年
度
立
体
交
差
機
械
設
備
工
事
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
工
事
請
負
契
約
を
締
結
し
た
い
の
で
、
地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五

号
の
規
定
及
び
、
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
ま
た
は
処
分
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
日
提
出
、
草
津
町
長
、
黒
岩
信
忠
。 

 
 

お
め
く
り
い
た
だ
き
ま
す
と
、
一
ペ
ー
ジ
に
契
約
内
容
が
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
朗
読
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

一
、
契
約
の
対
象
は
、
立
体
交
差
機
械
設
備
工
事
。 

 
 

二
、
契
約
金
額
は
、
一
億
七
千
八
百
二
十
万
円
。
う
ち
消
費
税
額
千
六
百
二
十
万
円
。 

 
 

三
、
契
約
の
相
手
方
は
、
群
馬
県
吾
妻
郡
草
津
町
大
字
草
津
二
百
六
十
六
番
地
十
四
、
株
式
会
社
武
藤
組
代
表
取
締
役
、
武
藤
恭
平
。 

 
 

四
、
契
約
の
方
法
は
、
指
名
競
争
入
札
と
な
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。 
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以
上
、
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

以
上
で
、
議
案
に
か
か
る
説
明
を
終
了
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
議
案
第
一
号
及
び
議
案
第
二
号
の
委
員
会
付
託 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

お
諮
り
し
ま
す
。
議
案
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
、
お
手
元
に
配
付
の
別
紙
付
託
案
の
と
お
り
担
当
委
員
会
へ
付
託
す

る
こ
と
に
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

〔
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

よ
っ
て
、
た
だ
い
ま
宣
告
の
と
お
り
付
託
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

暫
時
休
憩
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

な
お
、
第
一
委
員
会
室
で
民
教
土
木
常
任
委
員
会
を
開
催
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

休 
 

憩 
 

午
前
十
一
時
五
分 

 

再 
 

開 
 

午
前
十
時
四
十
分 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

 

そ
れ
で
は
、
休
憩
前
に
引
き
続
き
再
開
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
付
託
議
案
に
か
か
る
委
員
長
報
告 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

付
託
議
案
に
か
か
る
委
員
長
報
告
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

民
教
土
木
常
任
委
員
長
。 

〔
民
教
土
木
常
任
委
員
長 

金
丸
勝
利
君 

登
壇
〕 
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○
民
教
土
木
常
任
委
員
長
（
金
丸
勝
利
君
） 

民
教
土
木
常
任
委
員
会
委
員
長
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

令
和
五
年
第
一
回
草
津
町
議
会
臨
時
会
に
お
き
ま
し
て
、
当
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
六
名
、
傍
聴
議
員
四
名
に
て
、

先
ほ
ど
第
一
委
員
会
室
に
お
い
て
慎
重
審
議
を
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
結
果
を
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 
 

一
、
議
案
第
一
号 

令
和
四
年
度
草
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
十
一
次
）
。 

 
 

令
和
四
年
度
草
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
十
一
次
）
に
お
い
て
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
八
百
十
七
万
八
千
円
を
追
加
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。 

 
 

歳
入
の
主
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
庫
支
出
金
に
お
い
て
、
出
産
・
子
育
て
応
援
交
付
金
事
業
国
庫
補
助
金
で
三
百
九
万
二
千
円
の
増
額
、

県
支
出
金
に
お
い
て
、
出
産
・
子
育
て
応
援
交
付
金
事
業
県
補
助
金
で
六
十
八
万
一
千
円
の
増
額
、
融
雪
施
設
管
理
委
託
で
四
百
四
十
万
円
の
増

額
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

歳
出
の
主
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
四
款
衛
生
費
に
お
い
て
、
出
産
・
子
育
て
応
援
交
付
金
事
業
と
し
て
四
百
四
十
七
万
三
千
円
の
増
額
、

八
款
土
木
費
に
お
い
て
、
立
体
交
差
建
設
で
支
障
と
な
る
Ｎ
Ｔ
Ｔ
電
柱
及
び
通
信
線
移
設
負
担
金
と
し
て
三
百
七
十
万
円
の
増
額
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。 

 
 

委
員
か
ら
は
、
融
雪
修
理
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
、
当
局
か
ら
は
、
詳
細
な
説
明
が
な
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

当
委
員
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
慎
重
審
議
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

二
、
議
案
第
二
号 

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
。 

 
 

本
議
案
は
、
立
体
交
差
事
業
に
関
連
し
、
融
雪
用
熱
交
換
器
や
各
種
ポ
ン
プ
、
制
御
盤
な
ど
機
械
設
備
の
構
築
を
す
る
工
事
の
契
約
で
あ
り
、

契
約
予
定
額
が
五
千
万
円
を
超
え
る
こ
と
か
ら
、
規
定
に
よ
り
議
会
の
議
決
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

契
約
の
対
象
は
、
立
体
交
差
機
械
設
備
工
事
。 

 
 

契
約
金
は
、
消
費
税
込
み
で
一
億
七
千
八
百
二
十
万
円
。 

 
 

契
約
の
相
手
は
、
株
式
会
社
武
藤
組
。 
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契
約
の
方
法
は
、
指
名
競
争
入
札
に
よ
る
契
約
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

当
局
か
ら
は
、
図
面
資
料
に
よ
り
工
事
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

委
員
か
ら
は
、
ポ
ン
プ
設
備
の
容
量
等
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
、
当
局
か
ら
説
明
が
な
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

当
委
員
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
慎
重
審
議
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

以
上
、
付
託
議
案
に
か
か
る
民
教
土
木
常
任
委
員
会
の
報
告
と
い
た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

以
上
で
、
付
託
議
案
に
か
か
る
委
員
長
報
告
を
終
了
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
議
案
第
一
号
の
質
疑
、
討
論
、
採
決 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
一
号 

令
和
四
年
度
草
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
十
一
次
）
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 
 

質
疑
あ
り
ま
せ
ん
か
。 〔

発
言
す
る
者
な
し
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

な
け
れ
ば
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
を
省
略
し
て
採
決
し
た
い
が
、
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

〔
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
し
ま
す
。
議
案
第
一
号 

令
和
四
年
度
草
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
十
一
次
）
に
つ
き
ま
し
て
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
決
定
す

る
こ
と
に
賛
成
の
方
は
挙
手
を
願
い
ま
す
。 

〔
挙
手
多
数
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

挙
手
多
数
と
認
め
ま
す
。 

 
 

よ
っ
て
、
議
案
第
一
号
に
つ
き
ま
し
て
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 
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◎
議
案
第
二
号
の
質
疑
、
討
論
、
採
決 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
い
て
、
議
案
第
二
号 

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 
 

質
疑
あ
り
ま
せ
ん
か
。 〔

発
言
す
る
者
な
し
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

な
け
れ
ば
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
を
省
略
し
て
採
決
し
た
い
が
、
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

〔
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
し
ま
す
。
議
案
第
二
号 

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
原
案
の
と
お
り
可
決
決
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
は
挙
手
を
願
い
ま
す
。 

〔
挙
手
多
数
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

挙
手
多
数
と
認
め
ま
す
。 

 
 

よ
っ
て
、
議
案
第
二
号
に
つ
き
ま
し
て
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
承
認
第
一
号
の
上
程
、
質
疑
、
討
論
、
採
決 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
い
て
、
承
認
第
一
号 

専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
上
程
い
た
し
ま
す
。 

 
 

朗
読
と
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

総
務
課
長
。 

〔
総
務
課
長 

石
坂
恒
久
君 

登
壇
〕 

○
総
務
課
長
（
石
坂
恒
久
君
） 

そ
れ
で
は
、
承
認
第
一
号
に
つ
い
て
朗
読
と
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

承
認
第
一
号 

専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
。 

 
 

別
紙
の
事
項
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
別
紙
専
決
処
分
書
の
と
お
り
処
分
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
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の
規
定
に
よ
り
報
告
し
、
議
会
の
承
認
を
求
め
る
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
日
提
出
、
草
津
町
長
、
黒
岩
信
忠
。 

 
 

一
の
処
分
理
由
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
会
を
招
集
す
る
時
間
が
な
い
た
め
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

一
枚
お
め
く
り
い
た
だ
き
ま
す
と
、
専
決
処
分
書
の
写
し
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

専
決
処
分
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
令
和
四
年
度
草
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
十
次
）
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

も
う
一
枚
お
め
く
り
い
た
だ
き
ま
し
て
、
補
正
予
算
（
第
十
次
）
に
て
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

令
和
四
年
度
草
津
町
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
十
次
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 

第
一
条
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
千
万
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
六
十
一
億
七

千
二
百
七
十
一
万
六
千
円
と
す
る
。 

 
 

二
、
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第
一
表 

歳
入
歳

出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。 

 
 

一
枚
お
め
く
り
い
た
だ
き
ま
し
て
、
一
ペ
ー
ジ
、
歳
入
歳
出
予
算
補
正
に
て
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

ま
ず
、
歳
入
で
す
が
、
十
九
款
繰
入
金
二
千
万
円
の
増
額
。 

 
 

下
が
り
ま
し
て
、
二
ペ
ー
ジ
、
歳
出
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

四
款
衛
生
費
三
百
八
十
三
万
八
千
円
の
増
額
。 

 
 

八
款
土
木
費
五
百
九
十
万
二
千
円
の
増
額
。 

 
 

十
款
教
育
費
一
千
百
五
十
九
万
四
千
円
の
増
額
。 

 
 

十
二
款
予
備
費
百
三
十
三
万
四
千
円
の
減
額
。 

 
 

以
上
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
に
二
千
万
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
六
十
一
億
七
千
二
百
七
十
一
万
六
千
円
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
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ご
審
議
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
い
て
、
承
認
第
一
号
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 
 

八
番
、
湯
本
議
員
。 

○
八
番
（
湯
本
晃
久
君
） 

八
番
、
湯
本
で
す
。
着
座
の
ま
ま
失
礼
い
た
し
ま
す
。 

 
 

事
項
別
明
細
書
五
ペ
ー
ジ
の
十
款
教
育
費
の
中
、
中
学
校
運
営
管
理
事
業
で
燃
料
費
六
百
五
十
万
円
の
増
額
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ

い
て
、
単
純
な
燃
料
費
と
い
う
こ
と
で
は
多
分
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
容
も
含
め
て
ご
説
明
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

続
い
て
、
そ
の
下
の
段
で
、
文
化
財
保
護
費
の
文
化
財
保
護
事
業
、
建
設
改
良
工
事
単
独
の
百
万
円
に
つ
い
て
、
こ
の
内
容
の
説
明
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

最
初
に
、
教
育
委
員
会
事
務
局
長
、
お
願
い
し
ま
す
。 

〔
教
育
委
員
会
事
務
局
長 

白
鳥
正
和
君 

登
壇
〕 

○
教
育
委
員
会
事
務
局
長
（
白
鳥
正
和
君
） 
そ
れ
で
は
、
湯
本
議
員
の
ご
質
問
に
お
答
え
し
ま
す
。 

 
 

五
ペ
ー
ジ
の
中
学
校
管
理
事
業
と
い
う
こ
と
で
燃
料
費
が
載
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
上
段
に
レ
ン
タ
ル
リ
ー
ス
料
と
い
う
こ
と
で
二
百
三
十

二
万
円
計
上
を
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
中
学
校
の
暖
房
ス
ト
ー
ブ
で
す
ね
、
そ
れ
を
リ
ー
ス
を
し
て
、
そ
れ
に
伴
う
燃
料

費
と
し
て
灯
油
代
と
い
う
こ
と
で
六
百
五
十
万
計
上
に
な
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

続
い
て
、
社
会
教
育
費
、
文
化
財
保
護
事
業
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
旧
ニ
ュ
ー
七
星
、
現
在
、
裏
草
津
蕩

と
い
う
ホ
テ
ル
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
敷
地
に
地
蔵
堂
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
崩
落
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
た
め
、
そ
の
撤
去
費
用
と
し
て
計
上
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
八
番
（
湯
本
晃
久
君
） 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

〔
町
長 

黒
岩
信
忠
君 

登
壇
〕 
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○
町
長
（
黒
岩
信
忠
君
） 

今
、
白
鳥
局
長
が
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、
レ
ン
タ
ル
料
を
含
め
て
、
油
代
が
七
百
六
十
八
万
二
千
円
と
。
こ
れ
は
値

上
げ
と
い
う
部
分
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
は
こ
れ
は
突
如
こ
の
よ
う
な
予
算
を
つ
け
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
理
由

は
、
こ
こ
の
部
分
に
お
い
て
は
万
代
鉱
源
泉
に
よ
る
熱
源
で
暖
房
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
温
泉
の
給
湯
と
温
水
の
給
湯
を
最
優
先
を
す
る
と
い

う
判
断
を
し
ま
し
た
。
ま
た
、
ど
う
し
て
も
回
さ
な
き
ゃ
い
け
な
い
融
雪
、
旧
坂
田
ス
タ
ン
ド
の
前
の
急
坂
の
と
こ
ろ
が
ど
う
し
て
も
融
雪
か
け

な
い
と
事
故
が
起
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
融
雪
入
れ
る
と
、
役
場
周
辺
ま
で
含
め
て
一
体
の
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、

そ
の
よ
う
に
し
ま
す
と
、
ほ
か
の
部
分
で
熱
源
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
苦
肉
の
策
な
ん
で
す
が
、
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
く
な
か
っ
た
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
万
代
鉱
の
暖
房
に
つ
い
て
は
で
き
な
い
と
い
う
判
断
を
し
ま
し
た
。
そ
の
代
わ
り
と
し
て
ス
ト
ー
ブ
を
レ
ン
タ
ル
リ
ー
ス
し
ま

し
て
、
そ
の
灯
油
代
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
い
か
に
こ
の
万
代
鉱
と
い
う
も
の
は
我
々
町
民
に
と
っ
て
、
お
客
様
に
と
っ
て
も

そ
う
で
す
が
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
天
の
恵
み
を
受
け
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
い
か
に
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
も
大
き
な
影
響
が
出

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
い
ま
す
。 

 
 

消
防
団
の
出
初
式
の
と
き
も
体
育
館
が
暖
房
が
効
い
て
な
く
て
、
団
員
を
は
じ
め
、
ま
た
来
賓
の
皆
様
方
も
寒
さ
を
感
じ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、

あ
そ
こ
も
冬
暖
房
が
効
く
体
育
館
と
い
う
こ
と
で
、
大
変
い
ろ
ん
な
イ
ベ
ン
ト
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
今
、
イ
ベ
ン
ト
す
る
こ
と
は
構

わ
な
い
ん
で
す
が
、
暖
房
が
効
い
て
な
い
と
い
う
状
態
で
あ
り
ま
す
。
一
番
の
問
題
は
万
代
鉱
源
泉
の
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
派
生
し
た
こ
と
の
中
で
ス

ト
ー
ブ
を
レ
ン
タ
ル
し
ま
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
暖
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

よ
ろ
し
い
で
す
か
。 

○
八
番
（
湯
本
晃
久
君
） 

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

ほ
か
に
質
疑
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

二
番
、
有
坂
議
員
。 

○
二
番
（
有
坂
太
宏
君
） 

二
番
、
有
坂
で
す
。 

 
 

事
項
別
明
細
書
四
ペ
ー
ジ
の
ま
ず
四
款
衛
生
費
、
保
健
セ
ン
タ
ー
費
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
、
や
っ
ぱ
り
燃
料
費
が
ち
ょ
っ
と
高
額
に
な
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っ
て
い
る
の
は
今
の
万
代
鉱
の
影
響
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
た
別
な
の
か
、
単
純
な
燃
料
費
の
高
騰
な
の
か
で
お
答
え
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

あ
と
、
続
い
て
、
八
款
土
木
費
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
道
路
除
雪
事
業
の
ほ
う
で
、
レ
ン
タ
ル
リ
ー
ス
料
と
い
う
内
容
を
ち
ょ
っ
と
説
明
願
い

た
い
と
思
い
ま
す
。
以
上
、
二
点
お
願
い
し
ま
す
。 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

健
康
推
進
課
長
。 

〔
健
康
推
進
課
長 

和
田 

修
君 

登
壇
〕 

○
健
康
推
進
課
長
（
和
田 

修
君
） 

今
の
有
坂
議
員
の
ご
質
問
に
答
え
ま
す
。 

 
 

今
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
お
り
、
万
代
鉱
の
関
係
で
、
同
じ
熱
源
で
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
同
じ
燃
料
代
と
い
う
こ
と
で
か
か

っ
て
お
り
ま
す
。
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

土
木
課
長
、
お
願
い
し
ま
す
。 

〔
土
木
課
長 
川
島
和
武
君 

登
壇
〕 

○
土
木
課
長
（
川
島
和
武
君
） 

引
き
続
き
ご
説
明
を
い
た
し
ま
す
。 

 
 

四
ペ
ー
ジ
、
八
款
土
木
費
の
道
路
除
雪
事
業
の
レ
ン
タ
ル
リ
ー
ス
料
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
ち
ら
も
万
代
鉱
の
湯
量
が
減
衰
し
た
影
響
で
、

融
雪
の
停
止
路
線
が
増
え
ま
し
て
、
通
常
除
雪
の
ほ
か
に
追
加
の
除
雪
が
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
、
気
象
状
況
に
よ
っ
て
は
土
木

課
職
員
だ
け
で
は
除
雪
が
困
難
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
ま
し
て
、
除
雪
と
排
雪
が
可
能
な
組
合
せ
、
雪
を
押
す
排
土
板
と
、
雪
を
持
ち
上

げ
る
バ
ケ
ッ
ト
と
、
あ
と
は
四
ト
ン
ダ
ン
プ
の
計
三
台
を
リ
ー
ス
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
お
願
い
し
ま
す
。 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

よ
ろ
し
い
で
す
か
。 

○
二
番
（
有
坂
太
宏
君
） 

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

ほ
か
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

〔
発
言
す
る
者
な
し
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

な
け
れ
ば
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
を
省
略
し
て
採
決
し
た
い
が
、
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 
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〔
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
し
ま
す
。
承
認
第
一
号
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
は
挙
手
を
願
い
ま
す
。 

〔
挙
手
全
員
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

挙
手
全
員
と
認
め
ま
す
。 

 
 

よ
っ
て
、
承
認
第
一
号 

専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
承
認
を
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
閉
議
及
び
閉
会
の
宣
告 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
、
本
日
の
日
程
は
全
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

会
議
を
閉
じ
ま
す
。 

 
 

以
上
で
、
令
和
五
年
第
一
回
草
津
町
議
会
臨
時
会
を
閉
会
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

大
変
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。 

閉 
 

会 
 

午
前
十
時
五
十
六
分 
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地
方
自
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法
第
百
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三
条
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二
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